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令和 4年 9月 

後期高齢者医療における窓口負担割合の見直しに関して         

令和 4 年 10月 1 日から、一定以上の所得のある方(75 歳以上の方等)は、 現役並み所得者(窓口負担割合 3 割)

を除き、医療費の窓口負担割合が 2割になります。 

（出力部分に関しては、令和 4 年 10月下旬リリースいたします。） 

【 患者登録での登録方法に関して 】 

 

 

 

 

 

 

特記事項が「区ア～区ウ」及び「区オⅠ・区オⅡ」の患者様は保険切替をする必要はございません。 

特記事項が「区エ」の患者様に対して特記事項を上書きされた場合、9月診療分のレセプトが 

正しく出力できませんので、必ず保険切替を行ってください。 

 

＜既存の患者様の保険切り替え＞ 

①  すでに登録がある患者様の場合は、 F9保険切替  を押します。 

「新しく保険を作成しますか？」というメッセージが表示されますので、  はい  で  Enter  を押します。 

「保険情報をコピーしますか？」と表示されますので、 はい  または  いいえ  を選択します。 

※ 保険情報をコピーされる場合、「コピーする保険を選択してください。」と表示されますので 

コピーする保険を選択してください。保険のコピー後、病名のコピーも行えます。 

※ 保険情報をコピーされない場合も「病名をコピーしますか？」というメッセージが表示されますので、 

 はい  または  いいえ  を選択します。 

 いいえ  を選択した場合も一旦新しい保険を作成してから、 F2その他  より、 病名複写  で 

病名の複写が行えます。 

＜ 後期高齢の特記事項＞  

① 後期高齢対象者には保険者番号に 39から始まる 8桁の番号を入力して下さい。 

②  F2その他  より  特記事項  を選択します。（特記事項は必ず設定してください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般所得の患者様は、令和 4年（2022年）

10月 1日から 

・後期 2割負担・・・「区カ(41)」 

・後期 1割負担・・・「区キ（42）」 

のいずれかを設定してください。 

後期高齢者で特記事項「区エ」（負担割合が 1割）限度額 18,000円の患者様は 

令和 4年 10月 1日よりレセプトの特記事項が変更されますので 

必ず保険切替と特記事項の設定が必要となります。 

保険切替を行う際は、古い保険の有効期限を令和 4年 9月 30日以前で設定し 

新しい保険の資格取得日を令和 4年 10月 1日以降で設定してください。 

（補足） 

特記事項の「区ア～区ウ」及び「区オⅠ」・「区オⅡ」の

変更はありません。 

これまでどおり、限度額適用認定証の適用区分毎に 

設定してください。 
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＜ 患者登録画面での表示＞  

特記事項の設定を行うと、高額療養区分及びその区分に応じた負担割合・限度額が自動的に設定されます。 

※ 設定を行わない場合、レセプトの特記事項が正しく表示されませんので必ず設定をしてください。 

（後期高齢 2割の場合）  

 

 

 

 

（後期高齢 1割の場合） 

 

 

 

 

 

 

【 負担を抑える配慮措置に関して 】 

令和 4年 10月 1日の施行後 3年間(令和 7年 9月 30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来 

医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額が 3,000円までに抑えられます。(入院の医療費は対象外) 

具体的には、1割の場合と比べたときの 1か月分の負担増が最大 3,000円となるように、窓口負担上限額を 

「１割負担＋3,000円」※１又は「18,000円」※２のいずれか低い額とします。 

※１ 配慮措置の具体的な計算方法 6,000円＋（医療費－30,000円）×0.1 

（例）1か月の医療費が 50,000円の場合 

        6,000円+（50,000円-30,000円）×0.1＝8,000円 

※２ 通常の高額療養費制度における２割負担対象者の外来医療での自己負担上限額（通常の外来上限） 

下記に記載されている窓口負担額は、レセコン側で自動的に計算されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ 後期高齢者医療においては、窓口負担割合が２割の方で、１か月の外来の診療報酬点数が 3,000～15,000 点

の方は、配慮措置の対象になります。 

⚫ 配慮措置の適用がある場合、窓口負担額の計算は１円単位となります。 
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  【 処方箋に関して 】 

令和 4年 10月 1日から備考欄の記載方法が下記の様に変更されます。 

 

（例）後期高齢 2割の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（高 8） 

後期高齢（1割・2割）の備考欄印字が 

変更になります。 

 

保険と負担割合 備考欄への印字内容 

前期高齢 2割  (高一) 

前期高齢 3割  (高 7) 

後期高齢 1割  (高 9) 

後期高齢 2割  (高 8) 

後期高齢 3割  (高 7) 
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【 日計・月計画面に関して 】 

後期高齢 2割の患者様は後期 8割欄に集計されます。 

＜日計・月計＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保険証スキャンでの後期高齢者医療の負担割合読み込みについて 
（ 保険証スキャンを導入されているユーザー様のみ ） 

➢ 負担割合については、従来より一律「1割」を設定しており、3割負担の場合は変更していただいております。 

令和 4年 10月以降も「2割」「3割」の場合は、保険者証をご確認の上、変更していただきますようにお願い 

いたします。 

➢ 特記事項の設定も必ずしていただきますよう、お願いいたします。 

 

 


